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事 務 連 絡

平成 1 9年 3月 2 0 日

各都道府味(衛生i管 部 (局)業 務i管 課 御 中

厚化労T9」省に薬食品局監視指導麻薬対策課

旧法表示の経過措置期脳1終了にイ14う新法表示への補止の取扱いについて

薬事法及び採曲1及び供血あィDせん業取締法の一部を改正する法律 (平成 14年
法律第 96け 。以 下 「改正法」とい う。)に よる政1lt前の来事法 (昭和 35年 法律
第 145号 )の 規定に適合 した表示がなされている医薬品、医薬部//t品、化粧li古
及びに療機器 (以ド |十日法表示品」とい う。)の 取扱いについては、改1に法附則第
14条 において経過‖i置が設けられている。
今般、十11法表示品に係る、改正法による改 lT後の某事法の規定に適合 した表示
(以下「新法衣ホ」とい う。)へ の補■iについては、 ド記のとお り整理 しているの

で、御 r知 のJl、貴管下関係業者に対 し周知方お願いする。

.販売巣右の在庫 として残存する1日法表示品について、新法表示のラベル (以
卜 「補正ラベル」 とい う。)の 貼付により漸法表示に補正す る場合にあって
は、救尤業者の営業所等において実施することとしても差 し文えないことの
また、販売業者の求めに応 じて、製造販売業者の責任の ド、販売業者に補正
ラベルの斯付を行わせることとしても差 し支えないこと。

2 . 1 .の 補正 を行 う際 に、十日法表示品に封がな され ている等の事情によ り、

出:按の容器 の表示を補正す ることが困難な場合には、外部の容器の表示のみ

を補Tl iすることとして差 し支 力ないこ ル
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